
行政書士法施行規則の一部を改正する省令について 

 

１ 改正理由 

平成２９年４月１日から、自動車保有関係手続のワンストップサービス

（ＯＳＳ）の全国展開や対象手続が拡大される。 

行政書士法（昭和２６年法律第４号）においては、同法第１条の２の規定

により、官公署に提出する書類（電磁的記録を含む）の作成は行政書士の業

務とされているが、同法第１９条第１項ただし書における行政書士法施行規

則（昭和２６年総理府令第５号。以下「規則」という。）で定める手続及び

者が電磁的記録を作成する場合は同法第１条の２の適用除外とされている。 

今回、ＯＳＳ手続の拡充に際し、手続として新たに道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第６２条第１項に規定する継続検査の申請を指定し、

その手続を行う者として、一般社団法人日本自動車販売協会連合会（以下「自

販連」という。）及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会（以下「日

整連」という。）を指定する。 

 

２ 改正内容 

（１）「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続」の指定【規

則第２０条第１項関係】 

   ・今般のＯＳＳ手続の拡充に合わせ、次の対象車両及び申請に係る手続き

を指定する。 

   ＜対象車両＞ 

国土交通省への車両提示が省略できる検査による自動車であること 

道路運送車両法第１３条第１項に規定する登録自動車であって、同法第９４

条の５第１項の規定により保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したも

の 

   ＜対象手続＞ 

    継続検査（車両検査）の手続 

       行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第３条第１項の規定

により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第６

２条第１項に規定する継続検査の申請 

 

（２）「当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定め

る者」の指定【規則第２０条第２項関係】 

 ・自販連及び日整連を指定する。 

 

３ 公布日及び施行日 

  公布日：平成２９年３月３１日 

  施行日：平成２９年４月１日 
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